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第 章 、副専攻プログラム、全学オープン科目

Ⅰ． 、副専攻プログラム、全学オープン科目とは

本学を卒業するためには、共通教育科目 単位、専門教育科目 単位を含め 単位以上を修得すること

が要件となります。つまり、共通教育及び専門教育科目で卒業要件として定められている以外の「 単位」に

ついては、学生個人の主体的意欲・創意工夫に基づき、自身で履修計画を立てる必要があります。

【 単位の活用例】

・ 所属学科の「専門教育科目」の中から数科目、「共通教育科目」の中から数科目、「全学オープン科目」の

中から数科目といったように、自身の興味・関心に従って自由に組み合わせて履修する。

・ 「副専攻プログラム」の指定科目を修得することにより、所属学科の卒業証書とは別に「副専攻修了証」

の授与を受ける。

・ 自分の所属する学科の「専門教育科目」について、 単位を超えて修得し、その専門性についてより高

い水準を目指す。

・ 全学の共通教育として開講されている「共通教育科目」について、 単位を超えて修得し、幅広い視野

や総合的な判断力を養うことを目指す。

・ 各学部・学科が全学に開放している「全学オープン科目」を修得することによって、多様化する現代社

会にあって、学際的な視野を持った学識を有することを目指す。

【 （全学共通実践的キャリア開発プログラム）】

（ ）は、卒業後の進路目標を明示した、全学共通の実践的な

キャリア開発プログラムです。プログラムには つのコースがあり、どの学部の学生もコース登録すること

ができます。プログラムを構成する科目を履修して取得した単位は、卒業要件単位として算入されます。

【副専攻プログラム】

本学では学生自らの知的好奇心と学修意欲に基づいた履修に応えるため、「副専攻」制度を導入していま

す。これは、自分の所属する学科以外の専門教育を体系的に履修することができる制度です。

副専攻には、 のプログラムが設定されており、これによって各自がその興味に基づき専攻以外の分野に

ついても計画的、体系的に学ぶことが可能となっています（ ～参照）。副専攻プログラムの特徴は、

・ 各学部・学科から提供された専門教育科目を組織化したプログラム

・ 学部・学科の専攻コースの枠を超えた学際的プログラム

・ 資格や免許取得を目指すための基礎学修的なプログラム

からできているということです。副専攻は、 年次から登録することが可能で、所属学科以外の専門的な教

育を受けることが可能になります。各プログラムで設定された単位を修得することで、所属学科の卒業証書

とは別に「副専攻修了証」が授与されます。

なお、副専攻プログラムの履修登録にあたっては、当該年度の『 時間割表』を確認してください。

【全学オープン科目】

所属学科以外の専門教育科目を履修したい場合は、各学部・学科が全学に開放している「全学オープン科

目」（ ～参照）から、自身の興味・関心に基づき自由に履修することが可能です。修得した単位は、 単

位を上限に卒業要件（ 単位）に算入されます。

なお、全学オープン科目であっても、他学部・学科の学生が履修できない科目もありますので、履修登録

にあたっては、『 時間割』を確認してください。
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Ⅱ． （全学共通実践的キャリア開発プログラム）

（ ）は、卒業後の進路目標を明示した、全学共通の実践的なキ

ャリア開発プログラムです。プログラムには次の つのコースがあり、どの学部の学生もコース登録すること

ができます。プログラムを構成する科目を履修して取得した単位は、卒業要件単位として算入されます。

パブリックサービスキャリア・コース＜ 単位＞

公務員試験（国家、地方）受験に必要な法律学や行政学などを体系的に学び、徹底した試験対策指導を行

うコースです。 年次にコース登録をします。

共通基礎科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目
論理・推理・解釈 ・ 半期 単位必修

基礎法律学Ⅰ ・ 半期

基礎法律学Ⅰ
単位を含め
単位以上

※

経済学部専門教育科目
または共通教育科目

経済理論入門 ・ 半期

経済学部専門教育科目
または全学オープン科目

経済統計の見方 ・ 半期

財政の基礎 半期

パブリックサービスキャリア専攻科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目
基礎法律学Ⅱ ・ 半期

単位以上

※

応用法律学 ・ 半期

法学部専門教育科目
または全学オープン科目

行政組織法 ・ 半期

地方自治法 ・ 半期

政治学概論 半期

行政学 半期

行政学 半期

公共政策 半期

共通教育科目

論述問題演習 ・ 半期 単位必修 複数履修可

パブリックサービス・イン
ターンシップ

・ 半期

※（ ）内のテーマが異なれば同一の授業科目でも複数履修可

【 年次以降の履修制限について】

パブリックサービスキャリア・コースについては、 年次以降の履修に制限が設けられています。履修を

継続するには、以下の①～④の履修条件をすべて満たす必要がありますので、注意してください。

① 年次終了時までに「数的推論（ 非言語基礎）」 科目 単位を修得すること

② 年次終了時までに「論理・推理・解釈」 科目 単位を修得すること

③ 年次終了時までに「基礎法律学Ⅰ」 科目 単位以上を修得すること

④ 年次 月に行う「一般知能・一般知識」の試験で所定の得点を獲得すること
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グローバルキャリア・コース＜ 単位＞

実業の世界で国際的な仕事に従事することができる、グローバルビジネスの即戦力を育成するコースです。

年次にコース登録をします。コース登録にあたって、英語力と に条件を設けます。

共通基礎科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目
論理・推理・解釈 ・ 半期 単位必修

基礎法律学Ⅰ ・ 半期

単位以上

経済学部専門教育科目
または共通教育科目

経済理論入門 ・ 半期

経済学部専門教育科目
または全学オープン科目

経済統計の見方 ・ 半期

財政の基礎 半期

グローバルキャリア専攻科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目

半期 単位必修

半期 単位必修

半期 単位必修

グローバル教養科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目 ・ 半期

単位以上法学部専門教育科目
または全学オープン科目

地域研究演習（英語） ・ 半期

地域研究 ・ 半期

環境政治学 ・ 半期

平和研究 ・ 半期

グローバルキャリア科目

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目

基礎法律学Ⅱ ・ 半期

単位以上

Ⅰ
・ 半期

Ⅱ
・ 半期

経済学部専門教育科目
または全学オープン科目

国際経済 半期

国際通貨と国際金融 半期

国際会計
（履修にあたって、「簿記
と財務報告 」及び「財務
会計」の単位修得が条件と
なる。）

半期

グローバルインターンシップ＆セミナー

区分 授業科目 学年 単位 開講 履修方法 備考

共通教育科目
グローバルインターンシ
ップ＆セミナー

・ 半期
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